
住みなれたまちでいつまでも ～ともにつくる絆と安心～ 

北広島団地地域サポ－トセンタ－ともに 

サービス名 地域交流スペースともに（新規事業） 
サービス付き高齢者向け住宅しおん 

（新規事業） 
複合型サービス四恩園 

（新規事業） 

定     数 ― ３１室 
（お二人で利用可能な部屋あり） 登録２５名 

営  業  日 
週６日営業予定 

（地域の方々と検討していきます） ２４時間３６５日 ２４時間３６５日 

対  象  者 地域の方々、サークル、団体、企業等 
60歳以上の人または要支援・要介護認定
を受けている人。同居者はその配偶者、ま
たは60歳以上の親族。 

要介護認定を受けている方 
（要支援１・２の方はご利用できません） 

サービス内容 

 
～みんなでつくる地域の絆と楽しみある暮らし、魅力あふれる北広島団地～ 

 
生きる事の楽しさと喜びを実感できる地域を住民・北広島市とともに創造してまいります。

市民スタッフ（ボランティア）を募集し、住民が主役となり、アイディアを出し合いながら、
多くの人たちが出会い繋がる場所の創造を目指していきます。 

 
① 情報の発信…住民の先生方や四恩園職員が地域の方に役立つミニ講座を定期的に開催し

ていきます。 
② 喫茶&キッズコーナー…世代を超えて楽しむおしゃべりや交流、ふらっと気楽に立ち寄れ

る憩いの場所を提供します。 
③ 貸しスペース…活動室・体育館・グラウンドを地域の方々にお貸しします。 
④ 宿泊施設（活動室利用）…少年団の合宿、企業研修、障害者スポーツなどに、宿泊施設を

提供します。 
⑤ 地域食堂…「誰かと一緒に食べるご飯はおいしい」そんな声に応えます。  
⑥ 災害時の拠点…災害時の一時避難場所、収容避難場所、市の防災備品備蓄庫を整備します。 

 

 
～地域での生活や人との繋がりが継続す

る楽しみあふれる住まいです～ 
 

ご自宅での生活に不安を感じ、住み慣れた
地域での生活を継続するために住み替えを希
望する北広島市民などを入居対象とします。 
ご夫婦で入居できるお部屋もあります。 

24時間体制での見守り確認・生活相談・食
事サービスが整った、安心で安全な住まいで
す。介護が必要になっても、ヘルパー、訪問
看護、複合型サービス等の介護サービス、訪
問診療の活用により住宅での看取りも可能で
す。地域交流ホームでの多世代交流や体育館
を使っての介護予防など、生き生きと自分ら
しい毎日をお過ごしいただけます。 

 
～ケアと医療で支える尊厳ある暮らし～ 

 
認知症の方や医療ニーズの高い要介護者の

在宅生活を支える「介護と医療の包括サービ
ス」です。 
住み慣れた地域での生活を継続することが

できるように、「通い」を中心にして、利用者
の状態や希望を踏まえ、「訪問」「泊まり」「看
護」サービスを一体的に提供します。環境の変
化によるダメージを最小限に抑えると共に、緊
急時の対応も可能な使い勝手の良いサービス
です。顔なじみの介護・看護職員が２４時間、
３６５日利用者と家族を支えます。 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 制度改正等により内容等が変更になることがございます。      

サービス名 
グループホーム四恩園 

（新規事業） 北広島居宅介護支援事業所四恩園 北広島ホームヘルプ 
サービスステーション四恩園 北広島訪問看護ステーション四恩園 

定    数 １８名（９名×２ユニット） ― ― ― 

営  業  日 ２４時間３６５日 月曜日～土曜日（日曜日、指定休日あり） 
※２４時間の連絡体制をとっています。 ２４時間３６５日 月曜日～土曜日（日曜日、祝日は休み） 

対  象  者 
認知症の診断があり、要支援２・要介 
護認定を受けている方 
※要支援１の方はご利用できません 

要支援・要介護認定を受けている方 要支援・要介護認定を受けている方 
障がいのある方 

要支援・要介護認定を受けている方 
障がいのある方・医師の指示により訪
問が必要な方 

サービス内容 

 
～ケアの力で認知症の人の 

その人らしさを支えます～ 
 
小人数の家庭的な環境のもとで介護職員と

ともに共同生活を送ります。 
お一人お一人が持てる力を発揮し、生活の

主人公として生きる事を支えます。認知症の
症状の進行を緩和し、安心して日常生活が送
れるようになることを目指します。長年培っ
た認知症ケアのノウハウを提供します。医療
との連携により、できるかぎり最期まで暮ら
していただく事を目指します。 
 

 
～一人ひとりのかけがえの無さを 

大切にします～ 
 
ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置

かれている環境などに応じて、利用者の立場に
立って相談援助、居宅サービス計画を作成し、
自立した日常生活を営む事ができるよう支援
します。 
利用者の選択に基づいた保健医療サービス、

福祉サービスが総合的、効率的に提供されるよ
う、利用者の意思及び人格を尊重し権利を擁護
する支援を行います。 

 

 
～自宅で暮らす 

一人ひとりの思いを大切に～ 
 

ホームヘルパーが利用者宅を訪問して、身
体の介護や生活の援助を行い、住みなれた我
が家でのその人らしい暮らしを支えるサービ
スです。 
ホームヘルパーが、入浴・食事・排泄の介

助などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活
援助を行います。 
 

 
～可能な限り住み慣れた地域で最期まで～ 
 

 
看護師やその他の医療専門職が、病気や障が

いのために療養生活の支援を必要とされる方
の自宅を訪問し、病状の観察・相談、医師の指
示による医療的処置や終末期のケア等、他のサ
ービス事業者との連携により安心して在宅生
活が送れるよう援助します。 


